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【本マニュアルの読み方】 

本マニュアルは、総則・復興体制編、都市の復興編、生活復興編および資料編の４部で構成さ

れている。都市の復興編と生活復興編は、章、節に分かれ、節のもとには具体的な対応項目を設

置し、行動内容と行動時期、実施責任所管課とマニュアル更新所管課等を明示した。 

なお、実施責任担当課とは、項目に示されている内容を、当該担当課が中心となって実施する

組織を表し、マニュアル更新担当課とは、本項に示されている内容について、当該担当課が中心

となってマニュアルを管理し、変更がある場合などにマニュアルの更新を行う組織を表す。 

マニュアルは、資料編を除いて、見やすさや大まかな流れを把握することに力点をおいて編集

している。マニュアルの参考となる詳細な資料等は資料編にまとめた。 
 
 

【本マニュアル全般に係る主な参考資料】 

（１）練馬区関連 

   ・練馬区地域防災計画（平成29年度修正） 

   ・練馬区業務継続計画（地震編）（平成30年度修正） 

   ・各部の災害対策マニュアル（随時改訂） 

 （２）東京都関連 

   ・東京都震災復興マニュアル 復興施策編（平成28年3月修正） 

   ・区市町村震災復興標準マニュアル（平成29年3月修正）  
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